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１ 事業目的  
本業務は、平成 13 年に改定した日野市みどりの基本計画（以下「旧計画」という。）につい

て、社会情勢の変化、上位計画の改定、気候変動への対応、生物多様性保全の重要性の高まり等

を踏まえ、併せて旧計画の評価・検証を行い、新たな「日野市緑の基本計画」の策定を支援する

ことを目的とする。 

本市は、計画策定に係る専門的知見及び豊富な経験を有する民間事業者から提案を受け、公募

型プロポーザル方式により最適な受託候補者を選定し、委託契約を締結して本業務を実施するも

のである。 

 

２ 事業概要  

（１） 事業名称  

日野市緑の基本計画策定支援業務 

 

（２） 契約期間 

契約締結の日の翌日から令和１０年３月３１日まで（令和８年度・令和９年度の２か年業

務） 

 

（３） 契約方式 

公募型プロポーザル方式により優先事業者を決定し、随意契約により締結する。 

 

（４） 提案上限額は、令和８～９年度までの総額として、  

１４，２２３，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）とする。 

【参考】令和８年度 ６，１０５千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

    令和９年度 ８，１１８千円（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

（５） 事業内容  

別紙「日野市緑の基本計画策定支援業務仕様書（案）」のとおり。 

 

３ 募集に関する事項等  

（１） 選定方法：公募型プロポーザル方式  

※ 本プロポーザルは、契約者を決定するにあたり、価格のみの競争ではなく、応募者の実

績、経験、技術力、企画力等、受託者としての的確性を確認するために行うもので、プロ

ポーザルに参加する応募者が提案した提案書等の内容及びヒアリング等の状況を評価し、

最も高い評価を受けた応募者から順に、優先交渉権者及び次点交渉権者を決定するもので

ある。  
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（２） 事業のスケジュール(予定)  

 

※ 上記スケジュールは予定であり、変更となる場合がある。  

 

４ 事務局  

本事業提案募集に係る事務局は、以下の通りとする。 

担当窓口 日野市環境共生部 緑と清流課 

住 所 〒１９１-８６８６ 東京都日野市神明１－１２－１ 

電話番号 ０４２-５１４-８３０７  

メ ー ル kouen@city.hino.lg.jp  

Ｈ Ｐ https://www.city.hino.lg.jp  

  

５ 応募条件  

（１） 応募資格  

① 応募者は、提案に必要な諸手続きを行う他、優先交渉権者となった場合は、契約に係る諸

手続きを行うものとすること。 

② 本実施要領の内容を履行期間内に確実に履行できる者であること。 

③ 管理技術者は、技術士（建設部門［都市及び地方計画］）若しくは RCCM（都市計画及び地

方計画）の資格を有する者で、実施要領等公表の日から過去５年以内に東京都、神奈川

県、埼玉県、千葉県の市区町村が発注した同種業務（緑の基本計画策定または改定業務）

に管理技術者として携わった者。 

 

内  容  期 日 等  

① プロポーザル公募開始・実施要領等公表  令和８年６月１５日(月) ～ 

７月 ３日(金) 

② 質問受付  令和８年６月１５日(月) ～  

６月２２日(月)  

③ 質問回答  令和８年６月２６日(金)  

④ 参加表明書・資格確認書類提出受付  令和８年６月１５日(月) ～  

７月 ３日(金)  

⑤ 提案書類受付期間  令和８年６月１５日(月) ～  

７月１０日(金)  

⑥ 一次審査の実施  令和８年７月１４日(火)  

⑦ 二次審査の実施  令和８年７月２３日(木)  

⑧ 審査結果通知 令和８年７月２８日(火)  

⑨ 受託候補事業者との協議 令和８年７月２９日(水) ～  

    ８月 ７日(金)  

⑩ 契約締結 令和８年８月中旬 



3  

④ 応募者は、次に掲げる条件を全て満たしていること。 

ア 地方自治法施行令(昭和２２年政令第１６号)第１６７条の４第１項の規定に該当しない 

こと。 

イ 東京電子自治体共同運営電子調達サービスにおける競争入札参加資格において、申請先 

自治体「日野市」を登録していること。 

ウ 本実施要領の配布の日から提案書提出日までの期間に、東京都内において、競争入札に

係る指名停止又は指名除外措置を受けていないこと。  

エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３条又は

第４条の規定に基づき都道府県公安委員会が指定した暴力団又はその構成員若しくは暴

力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者を役員、代理人、支配人その他の使用

人又は入札代理人として使用していないこと。  

オ 民事再生法(平成１１年法律第２５５号)第２１条第１項の規定に基づく再生手続開始の

申立てをしていないこと。  

カ 会社更生法(平成１４年法律第１５４号)第１７条第１項の規定に基づく更生手続開始の

申立てをしていないこと。  

キ 国税及び地方税について滞納がないこと。  

  

（２）応募に関する留意事項  

① 提出書類の取り扱い 

提出書類の著作権は、それぞれの応募者に帰属するが、本市に提出した書類は返却しな

いものとする。また本市は、応募者に無断で本事業における審査等以外の目的で提出書類

を使用したり、情報を漏らしたりすることはない。  

② 本市からの提供資料の取り扱い 

本市が提供する資料は、応募者が本事業の提案参加又は提案書作成等で利用する以外の

目的で利用してはならない。また、目的範囲内であっても、本市の了解を得ることなく第

三者にこれらを提供し利用させてはならない。 

③ 提出書類の変更・修正の禁止 

提出した書類の変更、差し替え、再提出を禁止する。しかし本市は、提出した書類に係

る追加参考資料の提出を要請することがある。 

④ 虚偽の記載の禁止 

参加表明書及び資格確認書類、提案書に虚偽の記載があった場合は、提出した書類を無

効とする。 

⑤ 費用負担 

応募に関する書類作成及び提出に係る費用は、全て応募者の負担とする。 

⑥ 特許権 

提案内容に含まれる特許権・実用新案権・意匠権・商標権等の国内外の法令に基づき保

護される第三者の権利の対象となっている意匠・デザイン・設計・施工手法・維持管理手

法等を利用した結果生じた責任は、応募者が負うものとする。 

⑦ 応募者の複数提案禁止 

応募者は、１つの提案しか行うことができない。 
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⑧ 構成員の変更の禁止 

応募者の構成員の変更は認めない。ただし、やむを得ない事情が生じた場合等、本市と

協議の上、本市が認めた場合はこの限りではない。  

⑨ 責任分担 

提案が達成できないことによる損失は、原則として事業者が負担する。ただし、天災や

運営状況の大幅な変更など、事業者の責に帰さない合理的な理由がある場合は、双方で別

途協議を行うものとする。 

⑩ 優先交渉権の取り消し又は失格 

過去、同種業務において提案と明らかに異なる内容や実現不可能な虚偽の提案を行った

事業者と認められた場合には、優先交渉権の取り消し又は失格となる事がある。  

 

６ 事業者選定の流れ  

（１）実施要領等  

① 実施要領等配布  

実施要領及び様式集は、本市ホームページ上にて公開する。 

② 実施要領に関する質問及び回答 

ア 質問の方法 

質問は、質問書（様式第１号）を使用すること。なお、受付は郵送または電子メール

とし、電話・FAX・持参等は一切不可とする。電子メール送信の際は、件名「日野市

緑の基本計画策定支援業務 質問書（業者名）」と記載することとし、郵便送付後また

はメール送信後は電話にて受領確認またはメール受信確認をすること。  

イ 受付期間  

令和８年６月１５日(月)～６月２２日(月)  ※最終日の１７時必着 

ウ 回答  

質問の回答は、提出された質問を取りまとめて、令和８年６月２６日(金)に本市のホ

ームページ上で公表することとし、口頭等による個別対応は一切行わないものとす

る。また、質問者名は公表しない。なお、この回答は本要領と同等の効力を持つもの

とする。 

 

（２）参加表明書・資格確認書類の提出   

① 受付期間 令和８年６月１５日(月)～７月３日(金) 

（受付時間：日曜窓口実施日を除く開庁日の９時から１７時まで）  

② 受付場所 日野市環境共生部 緑と清流課  

③ 提出方法 持参又は郵送（配達確認ができるもので、提出期限までに必着） 

④ 提出書類 

提出部数：各１部 

ア 参加表明書（様式第２号） 

イ 資格確認書類 
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番
号 

提出書類 提出上の注意 

１ 会社概要（様式第３号） Ａ 証明書類は写しでも可。 

２ 登記事項証明書又はその写し 発行から３か月以内のものであること。  

３ 
国税及び地方税に滞納がないこと

の証明書又はその写し 
発行から３か月以内のものであること。 

４ 直前事業年度の財務諸表の写し 発行から３か月以内のものであること。 

５ 業務実績表（様式第４号） 
契約書やテクリス等実績を証明出来る書類を添付す

ること。写しでも可。 

６ 業務実施体制表（様式第５号） 

技術者資格を保有していることを証明する書類（資

格証の写し等）を添付すること。 

また３か月以上の雇用関係を証する書類を添付する

こと。 

７ 
業務の実施方針及び実施手法

（様式第６号） 
Ａ４判の場合は２枚以内、Ａ３判の場合は１枚以内

とする。 

 

（３）企画提案書の提出  

① 受付期間 令和８年６月１５日(月)～７月１０日(金)  

（受付時間：土日祝日を除く開庁日の９時から１７時まで）  

② 受付場所 日野市環境共生部 緑と清流課   

③ 提出方法 持参又は郵送（配達確認ができるもので、提出期限までに必着） 

④ 資格確認の提出書類 

⑤ 企画提案書の内容について 

評価テーマ① 計画策定における市民への意見聴取や参画方法について。 

評価テーマ② 日野市における緑についての分析と、そこから見える課題点について。 

評価テーマ③ 公園、緑地等における樹木の適正な維持管理の方針検討にあたり、重要視 

する点について。また、その他独自提案。 

 

     ⑥ 提出部数 

     紙：正本１部、副本６部（証明書類は写しでも可とする。） 

     電子媒体（DVD-Rまたは CD-R）：正本１ファイル、副本１ファイル 

 

番
号 

提出書類 提出上の注意 

ア 会社概要（様式第３号） Ａ 証明書類は写しでも可。 

イ 登記事項証明書又はその写し 発行から３か月以内のものであること。  

ウ 
国税及び地方税に滞納がないこと

の証明書又はその写し 
発行から３か月以内のものであること。 

エ 直前事業年度の財務諸表の写し 発行から３か月以内のものであること。 

オ 業務実績表（様式第４号） 
契約書やテクリス等実績を証明出来る書類を添付す

ること。写しでも可。 
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カ 業務実施体制表（様式第５号） 

技術者資格を保有していることを証明する書類（資

格証の写し等）を添付すること。 

また３か月以上の雇用関係を証する書類を添付する

こと。 

キ 
業務の実施方針及び実施手法

（様式第６号） 
Ａ４判の場合は２枚以内、Ａ３判の場合は１枚以内

とする。 

ク 企画提案書 
各テーマごとに、Ａ４判の場合は４枚以内、Ａ３判

の場合は２枚以内とする。任意形式。 

ケ 見積書 任意形式。 

 

⑦ 留意事項 

    ア 横書き、左綴じを標準とし、文字のサイズは１１ポイント以上とすること。 

    イ 提案内容の要点が分かるよう、簡潔に記載すること。 

    ウ イラスト、図表等の使用は可とするが、制限枚数の範囲内に収めること。 

    エ 専門用語等を使用する場合、平易な用語による脚注を付記する等の対応を行い、評価 

      者が特段の専門的知識を有していなくても評価出来る企画提案書を作成すること。 

 

 

７ 審査・選定方法  

（１） 一次審査：書類選考 

提案書等の提出書類による選考を行う。結果は、令和８年７月１５日（水）までに通知す

る。 

 

（２） 二次審査：プレゼンテーション実施  

前項にて提出された提案書と合わせてプレゼンテーションを実施し、双方に基づき審査を行

うものとする。 

①  実施日時 二次審査：令和８年７月２３日(木) 

発表順については、参加表明書類受領日時の遅い事業者より順番に行うものとし、各社の

説明の順番及び時間については別途事務局より電子メールにて通知する。 

② 説明会場 日野市神明一丁目 12番地の 1（日野市役所５階 ５０３会議室） 

③ 使用機材 モニターについては当市が準備する。PC等それ以外のものについては、発表 

者側が用意したものを使用できる。 

④ 提案書の内容と著しく異なる内容は認めない。 

 

（３） 審査・選定基準  

選定委員会が資格確認書類、企画提案書及び参考見積書、そして企画提案についてのプレゼ

ンテーション等を総合的に審査し、優先交渉権者を決定する。 

審査の項目・内容・配点は下記のとおりとする   （合計１００点）。 
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（４） 主な審査項目及び審査内容  

項目 観点 点数 

品質管理体制 組織的な品質管理体制が整備されているか。 ５点 

業務実績 
過去５年間において、どのような同種業務の実績を有す

るか。 
１５点 

配置技術者 
配置技術者の有する資格やその専門分野はどうなってい

るか。 
５点 

業務遂行能力 業務実施体制が適切に配置されているか。 ５点 

業務理解度 
業務の目的、内容を十分に理解し、提案内容が仕様書の

内容に即しているか。 
１０点 

地域理解度 
本市の現状やまちづくりの方向性を理解し、これに対応

した内容となっているか。 
１０点 

業務方針 業務の実施方針や業務フローが具体的かつ的確か。 １０点 

業務工程 
業務内容に応じて、明確かつ適切なスケジュールが設定

されているか。 
５点 

提案書 

（評価テーマ） 

着眼点、課題点、解決方法に具体性、妥当性、説得力の

ある内容となっているか。 
２０点 

資料の作成 

提出された提案書やプレゼンテーションで使用した資料

の文章やレイアウトがわかりやすく伝わりやすいものと

なっているか。 

５点 

口頭説明 

プレゼンテーションの内容がわかりやすく、説得力があ

るか。 ５点 

提案書の内容を補完できているか。 

質疑応答 質問に対する応答が迅速かつ的確であるか。 ５点 

合計 １００点 

 

（５） 評価、選定に関する留意事項  

① 次のいずれかに該当する場合は失格とする。 

ア 提出書類の提出方法、提出先、提出期限に適合しない場合。 

イ 虚偽の記載や不正が認められた場合。  

ウ 記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合。また、記載すべき事項以外の

内容が記載されている場合。  

エ 審査の公平性に影響を与えることがあった場合。 

オ 本実施要領に違反すると認められた場合。 

カ プレゼンテーション当日、正当な理由なく指定した時刻に遅れた場合。 

キ 不正な手段を用いて本事業を誹謗し、または事業の公正な進行を妨げた場合。 

ク 市が提示した提案限度額を超える見積書を提出した場合。 

ケ 本プロポーザルに関して不適切な行為があった場合。 

② 提出された企画提案にかかる書類の著作権は、元来第三者に帰属するものを除き、それぞれ

の提出者に帰属するものとする。なお、第三者の著作物を使用する場合は、著作権法に認め
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られた場合を除き、第三者の承諾を得ること。第三者の著作物の使用に関する責は、使用し

た参加者に帰すものとする。 

③ 必要と認める場合には、追加書類の提出を求めることがある。 

④ 提出された書類は、審査を行う作業に必要な範囲において複製を作成することがある。 

⑤ 提出された参加表明及び企画提案にかかる書類は返却しない。なお、審査以外の目的で無断

使用は行わない。 

⑥ 本プロポーザルは、最適な参加者を選定するために行うものであり、契約後の業務におい

て、必ずしも提案内容の履行を保証するものではない。 

⑦ このプロポーザル手続きにおいて、本市が配付した書類や資料等を他の目的で使用しないこ

と。 

⑧ 参加を辞退する場合 提案書提出要請の通知を受けた参加者がその後の提案参加を辞退する

場合は、提案書提出受付締切日の１７時までに提案辞退届（様式第７号）を担当窓口に持参

又は、郵送（必着）で提出すること。 

 

（６） 審査の流れ  

① 参加者からの提案書及びプレゼンテーションを元に提案内容の審査を行う。 

② 審査に要する時間は４５分以内（プレゼンテーション２５分・ヒアリング２０分）とす

る。 

③ プレゼンテーション参加者は、従事予定者含め最大５名とする。ただし、管理技術者とし

て配置予定の者の出席は必須とする。 

④ 審査の結果、総合得点の最も高い提案をした参加者を、契約に向けての優先交渉権者とす

る。また、次点者を次点交渉権者とする。  

 

（７） 審査結果の通知  

① 審査結果は、参加者に文書で通知する。電話等による問い合わせには応じない。  

  結果通知 令和８年７月２８日(火)予定 

② 審査結果に対する異議を申し立てることはできない。 

③ 審査結果は、本市のホームページにおいて、優先交渉権者の名称及び得点並びに優先交渉 

権者以外の得点を公表する。  

  

８ 契約の締結  

（１） 契約内容の協議  

優先交渉権者において提出された提案書及びプレゼンテーションの内容に基づき、実施する

事務の詳細及び契約内容等の協議を行う。  

また、優先交渉権者は、提案等の内容、提案見積価格の履行義務があるが、本市は提案等の

内容を取捨選択できる。 

なお、優先交渉権者との協議の結果、両者が合意に至らなかった場合には、本市は次点交渉

権者と協議をする。 

 

（２） 見積書の提出 

優先交渉権者は、協議の結果に基づき、正式な見積書を提出するものとする。  
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（３） 契約の締結 

契約内容の協議、正式な見積書の内容により本市と優先交渉権者が合意した場合は、市と優

先交渉権者間で、仮契約を締結する。 

 

（４） 契約の締結後 

優先交渉権者に本事業における失格事由等が認められる行為が判明した場合、本市は契約を

解除できるものとする。 

 

９ 事業実施に関する留意事項  

（１） 誠実な業務執行  

① 事業者は、実施要領及び配布資料の諸条件に沿って誠実に業務を遂行すること。  

② 業務遂行にあたり、疑義が生じた場合には、本市との間で誠意をもって協議すること。  

③ 業務の遂行上知りえた内容は、他人に漏らさないこと。  

 

（２） 事業契約期間中の事業者との関わり  

事業者は、事業者の責により事業を遂行する。本市は契約書に定められた方法により、事業

実施状況について確認を行う。  

 

（３） 事業の継続が困難となった場合における措置  

① 事業者の責に帰すべき事由により事業継続が困難となった場合又はその恐れが生じた場合

には、本市は、事業者に対して改善勧告を行い、期間を定めて、改善策の提出及び実施を

求めることができる。この場合において、事業者が当該期間内に改善することができなか

った場合には、本市は、事業者との契約を解除することができるものとする。  

② 事業者が倒産し、又は事業者の財務状況が著しく悪化し、契約に基づく事業の継続が困難

と認められる場合には、本市は、事業者との契約を解除することができる。  

③ 上の①又は②により契約を解除した場合には、事業者は、本市に生じた損害を補償しなけ

ればならない。  

④ 不可抗力その他市は事業者の責に帰すことができない事由により事業の継続が困難となっ

た場合には、本市と事業者は、事業継続の可否について協議する。  

 

その他、仕様書（案）に記載された情報セキュリティ、環境負荷低減、障害者差別解消、内

部通報制度、低公害車利用等の特記事項は、全て遵守するものとする。 


